
（ 第 １ 回 ）契 約 変 更 の 内 容 
 

 

  契約変更年月日 

 

令和 ７年 ５月 ２日 

 

  契約業者名 

 

株式会社万代電気工業 

 

  契約業者の住所 

 

埼玉県さいたま市桜区中島２丁目２２番１号 

 

  工事の名称 

 

古河労働総合庁舎（２３）電気設備工事 

 

  工事場所 

茨城県古河市古河駅東部土地区画整理事業１５４街区１５ 

号、１６ 号、１７号、１８号、１９号、２０号、２１号、

２２号、２４号 

 

  工事種別 

 

電気設備工事 

工事概要 

１．建物  

１）庁舎 

構 造：鉄筋コンクリート造  

規 模：地上４階  

延べ面積：２，１８２㎡  

２．工事種目  

電灯設備変更一式  

動力設備変更一式  

構内情報通信網設備  変更一式  

構内交換設備変更一式  

監視カメラ設備変更一式  

防犯・入退室管理設備 変更一式  

火災報知設備変更一式  

構内配電線路変更一式 

 

 

  工期（自） 

 

   令和 ５年 １１月 ２８日 

 

  工期（至） 

 

   令和 ７年 ５月 ３０日 

 

  変更前の契約金額 

 

２１４，５００，０００円（税込み） 

 

  変更金額 

 

７３７，０００円（税込み） 

 

  変更後の契約金額 

 

２１５，２３７，０００円（税込み） 



 

変更理由 

１．庁舎  

１)電灯設備 

・入居官署との協議の結果、照明器具および配線を 

変更(増)する。 

・現地精査の結果、幹線端子盤および引込部の配管 

を変更(減)する。 

２)動力設備 

・現地精査の結果、動力制御盤の仕様を変更(減)す 

る。 

３）構内情報通信網設備 

・現地精査の結果、引込部の配管を変更(減)する。 

４）構内交換設備 

・入居官署との協議の結果、交換機の数量および仕様 

を変更(増)する。 

５）監視カメラ設備 

・入居官署との協議の結果、監視カメラを変更(増)す 

る。 

６）防犯・入退室管理設備 

・入居官署との協議の結果、入退管理設備を変更(増) 

する。 

７）火災報知設備 

   ・現地精査の結果、感知器および配線を変更(増)する。 

 

２．屋外  

１）構内配電線路 

・現地精査の結果、外灯の数量を変更(減)する。 

 

３．工事請負契約書第２６条第６項に基づき受注者より請負 

代金額の変更請求を受け、協議した結果、変更（増）す 

る。 

 


